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電気通信紛争処理委員会（第２５９回） 

 

１ 日時 

  令和８年２月１９日（木）１０時００分～ 

 

２ 場所 

総務省８階第１特別会議室（WEB 会議システム（Webex）を併用） 

 

３ 出席者等（敬称略） 

（１）委員 

笠井 之彦（委員長）、三尾 美枝子（委員長代理）、小塚 荘一郎、 

中條 祐介（以上４名） 

（２）特別委員 

柴田 潤子、中村 豪、矢嶋 雅子（以上３名） 

（３）総務省 

  総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課 市場評価企画官 林 大輔 

（４）事務局 

  事務局長 大村 真一、参事官 小原 弘嗣、上席調査専門官 中島 明彦 

 

４ 議題 

（１） 電気通信事業分野における市場検証（令和６年度）年次レポート【公開】 

（２） あっせん事案について【非公開】 
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５ 審議内容 

 

（１）開会 

 

【笠井委員長】  おはようございます。ただいまから第２５９回電気通信紛争処理委員

会を開催します。皆様には、御多用中のところ御出席をいただきまして、ありがとうござ

います。 

 本日は、委員４名に御出席をいただいており、定足数を満たしております。また、特別

委員は３名御出席をいただいております。 

 なお、本日、新任の矢嶋特別委員におかれては、初めて御出席いただいております。矢

嶋特別委員に一言お願いできればと思います。よろしくお願いします。 

【矢嶋特別委員】  皆さん、おはようございます。このたび新しく特別委員に就任しま

した弁護士の矢嶋です。要領を得ないところもあろうかと存じますが、誠心誠意努めたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

【笠井委員長】  ありがとうございました。 

 それから、中村特別委員におかれましては、再任ということですが、再任後初めて御出

席をいただいております。引き続きどうぞよろしくお願いします。 

 それでは、この後議題に入ってまいりますが、御質問、御意見等、御発言がある場合に

は、会場の方は挙手をしていただき、指名後に御発言をお願いします。ウェブ参加の方は、

挙手機能でお知らせをいただき、指名後にカメラとマイクをオンにして御発言をお願いで

きればと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。 

 本日は、まず、議題１として、電気通信事業分野における市場検証（令和６年度）年次

レポート、議題２として、あっせん事案についての報告をいただきます。 

 議題１は公開の議事となりますが、議題２につきましては、当事者又は第三者の権利・

利益を保護する観点から、電気通信紛争処理委員会運営規程第１６条第１項の規定により

非公開としまして、同規程第１７条第１項及び第１８条第１項により、議事録及び使用し

た資料は非公開ということにします。 
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（２）電気通信事業分野における市場検証（令和６年度）年次レポート【公開】 

 

【笠井委員長】 それでは、早速、議題１に移らせていただきます。総合通信基盤局電気

通信事業部事業政策課の林市場評価企画官から御説明をお願いします。林企画官、どうぞ

よろしくお願いします。 

【林市場評価企画官】  総務省の林です。本日はこのような機会をいただきまして、あ

りがとうございます。 

 昨年１２月に、電気通信事業分野における市場検証の令和６年度の年次レポートを公表

しましたので、こちらの概要について御説明を申し上げます。 

 ページをおめくりいただきまして、資料の構成です。市場検証の概要が最初にございま

して、そのあと、電気通信事業分野における市場動向の分析結果、三つ目として、電気通

信事業者の業務の適正性等の確認の結果、そして参考資料の４パートで構成をしておりま

す。 

 一つ目について、３ページの電気通信事業分野における市場検証の概要です。こちらは

昨年度から特に変更はございませんが、平成２８年度以降、市場動向の分析・検証、それ

から、電気通信事業者の業務の適正性等の確認という観点から、これらを市場検証という

形で一体的に行っております。 

 下の方にプロセスがあります。図示していますが、基本方針に基づきまして毎年の年次

計画を定め、それに基づいて市場分析、市場の検証及び電気通信事業者の業務の適正性等

の確認をしております。こちらの分析・検証等については、様々な市場動向を、数字等を

用いてデータ等を収集しながら分析する、あるいはヒアリング等を使って検証するという

ことを行っております。この結果を年次レポートという形でまとめ、その後の制度・施策

等の見直しを必要に応じて行う、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回す仕組みを構築していま

す。 

 ４ページです。市場検証の概要ということで、大きく二つの柱があります。まず、市場

動向の分析ということで、こちらについては、公正競争の確保、それから、利用者利便の

確保という観点から、市場の動向を的確に把握・分析し、政策展開に反映するという観点

から行っているものです。 

 それから、右側は、電気通信事業者の平時からの電気通信サービスを提供する上でのリ

スクの状況等を踏まえて、モニタリングを行いながら、実際にサービスが適正に提供され
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ているかどうかを確認することになっています。 

 これに併せまして、一番下ですが、重点的検証ということで、特に集中的に検証する必

要のある特定の項目を、電気通信事業分野の環境変化等を踏まえてピックアップをしまし

て、そちらを重点的検証の対象として位置付けています。こちらについては、毎年の年次

計画の中で策定をしています。 

 ５ページです。こちらは参考ですが、令和６年度の年次計画についても、先ほど申し上

げた二つの柱を中心に議論しており、特に２番目の（１）、３番目の（１）にある重点的検

証の対象ということで、市場動向の分析については、非電気通信サービスとの連携による

ポイント経済圏と呼ばれるものの構築・拡大による移動系通信市場への影響ということ、

それから、業務の適正性等の確認という点については、客観的・定量的なデータ等に基づ

く市場支配的な電気通信事業者による不当に優先的な取扱い等がないかどうかの検証を、

この令和６年度の中では重点的に行ったということです。 

 それでは、各論に移ります。まず、市場動向の分析結果です。 

 ７ページです。先ほど申し上げた重点的検証項目である、非電気通信サービスとの連携

によるポイント経済圏の構築・拡大による移動系通信市場への影響ということです。こち

らについては、いわゆるポイント経済圏と呼ばれるものが非常に最近市場では大きくなっ

ているので、こちらの移動系通信市場への影響の把握・分析を、利用者アンケートを通じ

て行ったものです。 

 また、ＭＮＯ４社であるＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイルへのヒ

アリングを通じ、自社の移動系通信サービスの利用者に対する優遇状況や、ポイント経済

圏による移動系通信市場への影響について確認をしました。 

 下のところが検証結果です。利用者アンケートの結果からまず申し上げますと、メイン

で利用している携帯電話の事業者が提供又は連携するサービスの利用が多くなる傾向がう

かがえます。 

 それから、メインの携帯電話を契約したことに影響をもたらしていることがうかがえる

一方で、メインの携帯電話の利用継続に直ちに影響をもたらしていないということがうか

がえます。 

 それから、三つ目として、メインで利用している携帯電話事業者が提供又は提携する他

のサービスを多く利用している人ほど、メインの携帯電話を契約したこと及び利用継続す

ることに影響があると回答する方が多くなるという傾向がうかがえたところです。 
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 続いて、ＭＮＯ４社からのヒアリングの中では、ポイント経済圏との連携による無料化・

割引及びポイント還元を実施していることは事実ですが、こちらは期間限定、あるいは有

効期限、上限等が設けられておりまして、還元規模への限度というのがあるという説明が

ありました。 

 また、一部の事業者からは、ポイント還元を使うことで、携帯電話の解約率の低下と、

それから、ＡＲＰＵ、いわゆる利用額ですが、その上昇傾向があるという回答がありまし

た。 

 他方で、各社からも、他の携帯電話事業者や非携帯電話事業者主導のポイントを、複数

利用できることも指摘をされておりまして、利用者アンケートからも、他のサービスも使

えるという、同様の傾向が確認できたということです。 

 したがいまして、現時点におきまして、ポイント経済圏ということを使って、携帯電話

サービスの過度な囲い込みがなされているとまでは言えないという状況であると判断をし

ております。いずれにしても、引き続き状況を注視していくことが適当とまとめています。 

 こちらがまず重点的検証項目です。 

 続いて、代替性の分析に移ります。代替性ということについては、令和５年度に引き続

き検証を行いました。特定のサービスに代わって他のサービスを使えるようになるという

状況ですが、今回の調査の中では、ある事業者が売上げ最大化を図る目的で、小幅ではあ

るが実質的であり、かつ、一時的でない価格引上げ、具体的に申し上げますと、１０％の

価格引上げを想定しまして、その場合に、その商品･サービスを他の商品･サービスに乗り

換える程度を、アンケートを通じて分析をするという手法を用いて、この代替性の分析を

行ったものです。 

 この結果について、９ページ以降です。まず、ワイヤレス固定ブロードバンドサービス

を含む、固定系ブロードバンドサービス間の代替性ということです。個人向けのサービス

については、ＦＴＴＨアクセスサービスとワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービ

ス（共用型）の間には代替性があるというようにアンケートの中では認識されていると理

解をしております。 

 他方で、法人向けになると、必ずしもその傾向ではなくて、ＦＴＴＨアクセスサービス

を利用している法人にとっては、ワイヤレス固定ブロードバンドサービスは代替的である

とは認識していないということでした。 

 なお、ワイヤレス固定ブロードバンドサービスを利用している法人にとってみると、Ｆ
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ＴＴＨアクセスサービスは代替的であることで、相互に代替的であると認識されていない

ということで、全体のサービスとしての代替性があるとまでは認識されていないと考えて

います。 

 続いて１０ページです。属性からの分析では、特定の傾向は見られなかったという結論

になります。令和６年度は、アンケートで提示する各サービスのシナリオを見たときに、

通信速度や安定性などの品質面での具体的な違いや契約時・解約時における工事の手間な

どを追加して調査をしておりましたので、なかなか一概に令和５年度と比較して代替性の

変化を捉えるのは、まだ適正ではないと思いますので、引き続きこれらのサービスの認識

を、代替性を通して検討していくことが重要なのではないかと考えているところです。 

 続いて、１１ページです。携帯電話の通話といった従来の通信サービスとＯＴＴサービ

ス、いわゆる音声のアプリケーションのサービス、様々なアプリを通じた通話サービスと

御理解いただければと思いますが、こういったものとの代替性についての検証の結果です。 

 従来の通信サービスに比較的類似しているＯＴＴサービス（音声アプリケーション等）

に関しまして、従来の通信サービスとの関係の分析を行ったところです。個人向けの音声

通話については、ＬＩＮＥというサービスを具体的に申し上げておりますが、携帯電話の

定額プランとＬＩＮＥが代替的であるというまでの認識には至っていないということです。 

 それから、固定電話サービスと携帯電話の通話定額プランの間との代替性については、

固定電話の利用者にとってみると、携帯電話の通話定額プランは代替性があると認識され

ている一方、携帯電話の通話定額プランの利用者にとっては、固定電話が代替的であると

認識されておりません。そういう意味では、こちらも固定電話サービスと携帯電話の間で

相互に代替的であるとまでは認識されていないということです。 

 続いて、法人向けの音声電話の話に入りますが、法人向けについては、結論から申し上

げますと、携帯電話を利用する人から見た音声通話サービスと、それから、固定電話サー

ビスを利用する人から見た音声通話サービスのいずれも代替性があると認識をされていな

いということがうかがえます。 

 したがって、個人向け、法人向けのいずれも代替性がないと認識をしているところです。 

 なお、一番下ですが、令和５年度の検証では、個人向けについては、携帯電話サービス

の通話定額プランとＬＩＮＥが代替的であると認識していたのに対し、令和６年度はここ

の傾向が変わっていることで、代替性の認識に少し変化が見られたというのも一つ大きな

ポイントと考えていますので、こちらの代替性の認識については、引き続き注視していく
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ことが必要と考えているところです。 

 続いて１３ページです。移動系の通信市場です。ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバン

クのＭＮＯ３社の合計シェアが８０％を超えるという状況は継続している一方で、新しい

ＭＮＯである楽天モバイルはシェアが増加していること、それから、ＭＶＮＯのシェアも

非常に増加していることがうかがえるというのが全体の傾向です。全体的には５Ｇのサー

ビスの契約数も増加していることが、大きな特徴であると考えています。 

 続いて１４ページです。移動系通信のうち、携帯向けの通信サービスということで、い

わゆる携帯の端末向けのサービスになりますが、こちらも基本的には移動系の全体の通信

市場と同じで、特に楽天モバイルのシェアの増加が顕著になっています。 

 また、ＭＶＮＯのシェアも非常に増加しており、今後、従来のＭＮＯ３社が市場の大半

を占めるという状況からは変化していくのではないかと考えています。 

 それから、ＳＩＭカード型を提供するＭＶＮＯの事業者数も増加しています。それから、

先ほどの利用者アンケートのところですが、現在利用契約している携帯電話サービスが仮

に利用できなくなった場合、他のどのサービスに変更するかということを確認したところ、

同一事業者が提供するブランド間での代替性ということで、今、ＭＮＯでは、かなり複数

のブランドを抱えていることが多くなっていますが、こういったものの代替性が今高くな

っていることが言えるのかと思います。 

 続いて１５ページです。通信モジュールということで、これは具体的に申し上げますと、

カーナビや、遠隔監視端末、いわゆるスマートメーターと呼ばれるようなものを使った通

信を行っている市場です。こちらもＭＮＯ３社のシェアというのが非常に大きいというこ

と、それから、ＭＶＮＯの事業者数も緩やかに伸びていることになります。 

 こちらについては、下を見ていただくと、シェアが結構変動が大きいところもあります。

そういう意味で申し上げますと、各社間での顧客獲得をめぐる競争というのは比較的活発

なのではないかということが推察をされます。 

 それから、１６ページです。固定系の通信市場ということで、ＦＴＴＨについては、Ｎ

ＴＴ東西のシェアが全ての地域ブロックで５０％から７０％と、高い状況が継続している

ことになりますが、地域別で見ますと、近畿から西では、ＫＤＤＩ、それから、電力系の

事業者が一定のシェアを占めているというのが全体の流れかと思います。 

 それから、ＮＴＴ東西のシェアも、全てのブロックでは、全体の数字としては減少傾向

にあるのも一つの特徴と思います。 
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 １７ページです。ＦＴＴＨの契約数そのものは増加傾向にあり、地域ブロックにおける

事業者数も増加傾向にあることになっています。 

 １８ページは、固定系の通信市場のシェアの推移ですので、こちらも御参照ください。 

 それから、１９ページです。ＦＴＴＨの卸市場ですが、卸については、全ての地域ブロ

ックで事業者数は横ばいになっています。 

 それから、契約数です。非常にＮＴＴ東西のサービス卸が多いわけですが、ＮＴＴ東西

を中心に見ていただきますと、契約数そのものは増加をしています。また、サービス卸全

体の割合も上昇傾向にありまして、７０％程度になっています。 

 他方で、サービス卸の契約数に占める、ＮＴＴ東西からＮＴＴグループへの卸の契約数

の割合は減少傾向で、卸先の事業者形態で見ると、ＭＮＯが７０％を超える水準というこ

とで、相手はＭＮＯが非常に多いということが見てとれます。全体としては、ＮＴＴ東西

のシェアが非常に大きく、そして、卸もＭＮＯが多いということがうかがえると思います。 

 続いて２０ページです。ＩＳＰ市場ということで、全体のシェアを事業者別に見てみま

すと、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、ベンダー系、それぞれが１０％から３０％のシ

ェアということで、各事業者のシェアの変動は小さいというのが全体の傾向として見てと

れます。 

 ＩＳＰの契約数については、直近、少し減少傾向にありましたが、２４年度以降、少し

上昇傾向にあります。総じてシェアの変動は小さく、５０％とか６０％を超えるような圧

倒的なシェアを有する事業者がいないということが、このＩＳＰ市場の特徴かと思います。 

 続いて、２１ページです。固定電話ですが、こちらは事業者別シェアを見たところ、Ｎ

ＴＴ東西のシェアは減少傾向にあるが、６０％を超えているという状況です。 

 市場全体の動向としては、やはり契約数が減少しており、特にＮＴＴ東西の契約数の減

少をきっかけとして、固定電話全体としても減少傾向にあることがうかがえます。 

 ２２ページです。０５０のＩＰ電話ですが、事業者別シェアで申し上げますと、今、Ｎ

ＴＴドコモビジネスに名前を変えていますが、ＮＴＴコムが２３％、ソフトバンクが４５％、

楽天モバイルが１５％ということで、直近横ばいということです。 

 それから、市場全体の利用番号数の推移も横ばい傾向ということで、特にこちらについ

ても大きな変動はないというのが、ＩＰ電話市場の特徴です。 

 ２３ページです。法人向けのサービス市場ということで、こちらについては、ネットワ

ークの提供に着目をしまして、移動系通信市場と固定系通信市場の双方を検証対象としま
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して、ネットワーク単体で提供される場合と、ネットワークとソリューションがセットで

提供される場合があることを想定し、用途ごとの横断的な市場を画定した上で、検証を行

いました。 

 この市場検証では、用途ごとの横断的な市場として、拠点間の通信の用途、インターネ

ット利用の用途、音声通話及びＩｏＴ機器接続用途の４種類の用途ごとの市場に関する検

証を行い、これを市場動向、法人向けサービスの供給側、あるいは需要側、両方の動向か

ら確認をしました。 

 法人向けの市場動向という意味で申し上げますと、いずれの移動系通信、通信モジュー

ル、ＬＰＷＡ、一部のＷＡＮサービスの契約というのは、引き続き増加傾向にあります。 

 供給側から見ますと、法人向けサービスの提供というのは、用途ごとにかなり多種多様

であり、国内の電気通信事業者が主な供給事業者であるということがうかがえます。 

 他方で、需要側から見ますと、国内の電気通信事業者だけではなく、ＳＩｅｒも調達先

の事業者候補に選ばれることで、レイヤーをまたいだ競争が行われる傾向があります。 

 また、調達に関して相談した企業から実際の調達先を選ばれることが傾向としては高く

なっており、調達に関する相談相手にまず選ばれることが、契約につながることでは重要

だと考えられます。 

 それから、その下ですが、オンプレミスとクラウドサービスとの代替性ということに関

して申し上げますと、オンプレミスシステムの利用者にとりましては、クラウドサービス

というのは非常に代替性があることが、アンケート結果からは認識されます。 

 それから、クラウドサービスに代替することに伴い、ＷＡＮサービスからインターネッ

トの利用が増えていくことが想定されている一方で、法人利用者にとっては、継続してオ

ンプレミスとＷＡＮサービスを利用する傾向が強いということで、やはりどの方が使うか

によっても、その移行状況は変わって、捉え方が少し異なっていることですので、継続し

て注視する必要があるのではないかと分析をしているところです。 

 続いて２４ページ以降は、研究開発の状況の把握ということで、各社からヒアリングを

行い、研究開発費の推移の把握や、研究開発に関する現状についての把握を行っています。 

 なお、その際、令和６年法律第２０号である日本電信電話株式会社等に関する法律の一

部改正の中で、ＮＴＴに課せられておりました研究の責務を撤廃していますので、この撤

廃も踏まえて、ＮＴＴの基礎・基盤的研究の取組状況の検証や留意点について検討を行っ

たということです。 
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 ここは細かいところですので、割愛をしますが、２６ページの（４）です。この法律に

基づいて、ＮＴＴの基礎・基盤的な研究の取組の検証に当たって、国際競争力の強化、あ

るいは経済安全保障の確保という観点から撤廃をされたという文脈の中で、本当にこの撤

廃によって、国際競争力強化や経済安全保障の確保につながったのかということを検証さ

れるべき、あるいは、公正競争等の影響も配慮されるべきという御意見が出ているという

点は付言をしておきたいと思います。 

 続いて、業務の適正性等の確認の結果に移ります。２９ページです。こちらは従来の市

場支配的な電気通信事業者に対する禁止行為の規制の遵守状況や、ＮＴＴグループに対す

る公正競争条件の遵守状況について、基本方針に定めた確認事項を確認しました。 

 ２９ページでは、細かく書いていますが、総じて大きな問題点はなかったというのが総

論ですが、それぞれの分野で引き続き検証を行っていくことが必要だということで結論を

終えているところです。 

 続いて３０ページです。モニタリングということで、こちらについては、各社の業務運

営や、法令・ガイドラインの遵守状況、リスクマネジメント・ガバナンス態勢の把握等々

のチェックを、ヒアリング等を通じて行ったところです。 

 特に、３１ページをおめくりいただきまして、情報漏えいリスク、それからリスクマネ

ジメントの部分については、各社それぞれきちんと行っていると報告がありましたが、こ

ちらも引き続き注視をしていくことが必要であるということです。 

 それから、３２ページです。やはり子会社に業務委託をすることが多くあります。下部

のモニタリング結果を見ていただきますと、例えば、子会社等へのグループ企業に対する

委託という意味では、設備関連で２０％、設備関連以外で８０％ということで、非常に設

備関連以外での委託というのが多くなっています。 

 それから、グループ外企業に対する場合ですと、この比率が４０％と６０％になります。

いずれにしても、業務委託は一定数存在していますので、こういった各社の子会社、ある

いは業務委託先のガバナンスもしっかり見ていく必要があるのではないかということで、

各社からもこの辺りについてのガバナンスは、契約等を通じて強化しているという意見が

ありましたが、引き続きこの辺りについても注視をしていく必要があると思います。 

 最後、３３ページです。こちらは、いわゆる価格転嫁と呼ばれるものですが、物価上昇

に伴いまして、サプライヤーとの取引関係できちんと物価上昇を適切に転嫁されることは

非常に重要だと認識をしています。 
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 中小企業庁において、半年に１回、価格の交渉や価格転嫁状況についての調査を行って

いますが、通信業界で見ると、必ずしも高い水準ではございません。三十位中の二十数位

との形になっていますので、こういったところを踏まえて、重点ポイントとしてモニタリ

ングを行ったということです。 

 こちらについても、引き続き定点的なヒアリング等を実施しながら、価格転嫁の実効性

ということを引き続き注視していく必要があると考えています。 

 なお、参考のところで一言だけ申し上げます。今まで、先ほど申し上げた市場検証のメ

カニズムというのは、電気通信市場検証会議という私的な諮問機関の中でやっておりまし

たが、こちらを審議会のフォーマットに少し形を変えまして、制度的に法定事項として情

報通信行政・郵政行政審議会が引き続きチェックをするという形に体制強化を図っており

ます。したがいまして、今年の今回の御報告をもちまして、電気通信市場検証会議として

のレポートの取りまとめということはこれで終わりになりますが、来年度以降については、

総務大臣が市場検証の評価をすることとなります。それに当たって、審議会での第三者的

なチェックをしていただくという形に変わることになりますので、その点、付言をしたい

と思います。 

 すみません。長くなりましたが、以上です。 

【笠井委員長】  林企画官、御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問等ございましたら、御発言をお願い

します。いかがでしょうか。 

【小塚委員】  よろしいですか。 

【笠井委員長】  小塚委員、お願いします。 

【小塚委員】  委員の小塚です。いろいろな市場の動きがあるようで、毎年の検証とい

うことで、お疲れさまです。 

 それで、今年度、重点項目でポイント経済圏を取り上げられたというのが非常に興味深

いことですし、意義もあると思いますが、今から申し上げる点について、例えば検証会議

で何か議論などがあったでしょうかということなのですが、利用者アンケートの検証結果

で、メインの携帯電話を契約したときには他サービス、つまり、ポイントの付くサービス

が影響している。しかし、利用継続には影響をもたらしていない。直感的に言うと、逆で

はないかと思うのですね。サービスを契約するときにはまだ始まっていませんので、確か

にこのキャリアと契約すればポイントが付くかなというのはあるかもしれませんが、それ
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ほどそこを考えるかなと。一旦使い始めると、囲い込まれて、キャリアを乗り換えるのに

消極的になる。直感的にはそうではないかと思うのですが、結果が逆に出たということに

ついて、何か議論があったり、あるいは、こういう理由だとの推測が立ったりしているの

でしょうか。 

【笠井委員長】  林企画官、お願いします。 

【林市場評価企画官】  ありがとうございます。そこまで細かい議論ができたわけでは

ないというのが正直なところでございますし、利用者がどのように見ているのかと、それ

から特に楽天モバイルが一番分かりやすい例かもしれませんが、楽天モバイルを持ってい

る人の見方と、それ以外の人の見方で少し違うということもあるのではないかと思ってい

ます。 

 ですので、実際に誰がその携帯のサービスを使っているのかということによって、恐ら

くこの受け止め方が違ってくるのではないかというのが、今数字から見えてくる客観的な

評価と思っています。 

 そういう意味では、毎年この辺の経済圏の動きも変わってきていて、この調査をしたと

きから大分状況がまた変わってきていると思いますので、引き続き何らかの形でフォロー

をしていくことが重要なのではないかと思います。今回、単発でまだ１回しか調査してい

ないので、恐らく来年、再来年と、継続して見ていくことで、中長期的な見方が出てくる

のではないかと思っています。 

【小塚委員】  ありがとうございます。是非継続調査をお願いします。場合によっては、

これは宣伝、広告、あるいは勧誘の仕方のようなことにも関わるかもしれない。そうする

と、少々業務の適正性等にも関わってまいりますので、引き続きよろしくお願いします。 

【笠井委員長】  では、他にいかがでしょうか。 

【中條委員】  それでは、よろしいでしょうか。 

【笠井委員長】  中條委員、お願いします。 

【中條委員】  中條です。モニタリング結果の概要というので３２ページのところで御

紹介いただいたんですが、先日、ＫＤＤＩにおいて設備関連業務以外でのトラブルだった

と思うのですが、今後、そういった子会社等を使った不正などが他にもあるのではないか

というのが非常に心配なのですが、今後、この辺りについては、更に重点項目として見て
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いかれるような方針などはあるのでしょうか。 

【笠井委員長】  林企画官、お願いします。 

【林市場評価企画官】  ありがとうございます。今いただきましたＫＤＤＩの件を含め

まして、電気通信事業法の中では、当然、電気通信事業の運営に係る管理規程を定めるこ

ととされておりまして、これらを通じて各社がきちんとガバナンスの部分をチェックする

という体制を制度上も担保しております。 

 その意味では、御指摘のような事案について、各社がまずどういった形でそれを直して

いくのかということが、適正性を確保していくのかということをきちんとフォローすると

いう形が重要なのではないかと考えています。 

 その上で、当然、他の事業者も含めて、電気通信事業に係る業務委託や業務の適正性を、

こういった検証の場を使って継続的に見ていくことが非常に重要だと思っておりますので、

この辺りはまた審議会での御議論も踏まえながら、きちんとフォローしていきたいと考え

ています。 

【中條委員】  ありがとうございました。 

【笠井委員長】  ありがとうございました。 

 他にございませんでしょうか。 

 三尾委員長代理、お願いします。 

【三尾委員長代理】  ありがとうございます。３３ページで、価格の転嫁が進んでいな

いというお話だったんですが、これはこの業界においては、割とグループ会社を使ってい

る、委託先としてグループ会社という選択肢が確率的に高いという御説明があったのです

が、その辺りのことも影響していると考えてよろしいのでしょうか。 

【林市場評価企画官】  ありがとうございます。価格転嫁の状況については、業界ごと

にいろいろな慣行や、あるいは特殊性みたいなところもあるということを、中小企業庁か

らいろいろとお話を聞いているところです。 

 通信の分野で申し上げますと、特定のところが悪いということを申し上げているわけで

はないですが、商慣行も踏まえながら、様々な委託先があるというのも事実でございます。

例えば、代理店を通じた営業や通信の設備を造る建設業界の方々など、様々なプレーヤー

がいらっしゃると理解しております。そういう意味では、サプライチェーンといいますか、

業務の委託先についてもある程度のフローがあると思いまして、その辺りをきちんと透明

性を持ってやっていくことが重要なのではないかと思っています。 
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 実は先ほど申し上げました審議会でも、この点については少し御議論をいただいており

ます。各社からもいろいろ御報告をいただきながら、より業界全体として価格転嫁対策に

取り組んでいく必要があるのではないかということで、各先生方からも御意見をいただい

ているところですので、こちらも審議会を通じて、より価格転嫁を適正に進めていただく

取組を進めていきたいと今考えているところです。 

【三尾委員長代理】  ありがとうございます。 

【笠井委員長】  ありがとうございました。 

 特別委員の皆さんはいかがでしょうか。御質問ございますか。特によろしいですか。 

 中村特別委員、ございますか。 

【中村特別委員】  せっかくの機会ですので、少々教えていただければと思ったのです

が、細かい点に恐らくなるかと思うのですが、１２枚目ですかね。個人向け音声通話のと

ころで、携帯電話の通話定額プランとＬＩＮＥの代替性のところが、代替的だと認識して

いたものが代替的でないとなったことで、少々これも割と不思議な気がしたのですが、何

か５年度と６年度で、例えばこの二つのものの間で技術的な変化が実は結構重要なものが

あったということなのか。それとも、こういうアンケート的なものですので、比較的近い

数字なのだけれど、少々閾値を決めていったときに、こちらは代替的であると判断するよ

うなところにいたんだが、こちらは少々だけ数字がずれて代替的でないとなったみたいな、

そういうものとしてこれは見た方がいいのか。その辺り、もう少し教えていただければな

と思ったのですが、いかがでしょうか。 

【林市場評価企画官】  ありがとうございます。多少、個人的な意見も含みますが、実

際問題として、令和５年度と６年度の間で技術的に何か劇的な変化があったとは捉えてお

りません。 

 恐らくアンケートの結果の数値によるのではないかと思います。他方で、ここは考慮事

項として入っていないのですが、例えば価格や、通信キャリアの提供サービスが変わった

りすることによっても、恐らくこの辺りの認識は変わってくるのではないかと考えていま

す。通話定額プランといっても、例えば今年で見た通話定額プランと、来年見る通話定額

プランが恐らく変わるといったこともあると理解しておりますので、少し継続的に見てい

く必要があるのではないかということと、もう少し精緻な条件を付して精査する必要があ

るのかとか、その辺りは方法論も含めてきちんと整理していきたいと考えています。 
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【中村特別委員】  分かりました。どうもありがとうございます。 

【笠井委員長】  ありがとうございます。 

 他はいかがでしょうか。 

 柴田特別委員、お願いします。 

【柴田特別委員】  柴田です。いろいろありがとうございます。私も、せっかくなので、

少々教えていただければと思います。１４ページのところなのですが、２行目の後半、「今

後、従来のようなＭＮＯ３社が市場の大半を占める状況から変化していく」ということを

書かれているのですが、これは変化の程度として、かなり中期的ぐらいで言いますと、大

きく変化していくとお考えなのでしょうか。割とシェアも小幅な動きにとどまっていて、

今後この辺り、どのように変化するのかなということで、関心を持ってお聞きしておりま

す。 

 また、こういう変化していくということなのですが、こちらの検討では、その根拠は従

来のシェアの推移に基づいてこのように結論を出されているのか、あるいは、他の要因も

あって、このような結論を出されているのか。もし他の要因がありましたら、教えていた

だければと思っております。 

 以上です。 

【林市場評価企画官】  ありがとうございます。変化そのものについて、中長期的にど

うなるのかというのは、いろいろな環境の変化の中で変わり得るものですが、ここ数年の

傾向を見る限りにおいては、緩やかな変化が続くのではないかと考えています。 

 その上で、どういったことが要因かということですが、やはり各社からいろいろ御意見

を伺う中では、かなり価格競争、競争環境が非常に激しいということを皆様から御意見を

いただいています。その分だけ、そこにかかるコストも皆さんそれなりに、他社に合わせ

ていくということになりますので、当然、先ほど申し上げた、劇的な変化にならない理由

の一つとも言えるかもしれませんが、何か仕掛けるといいますか、例えば値下げをすれば

他社も値下げをするといった形で、なかなか完全に、決定的に状況が変わるような状況に

は今のところはなっていません。その分だけ競争が激しいということなのではないかと理

解しております。 

 他の要因という意味で申し上げますと、競争が激しい以外のところでは、特異な状況で

はないとは思っていますが、他方で、いろいろなサービスの問題や品質の問題など、様々

な御議論、御意見があると思いますので、その辺りは我々としても、そういったものが競
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争環境にどういった影響を与えるのかということを引き続き注視していきたいと考えてい

るところです。 

【柴田特別委員】  ありがとうございました。 

【笠井委員長】  ありがとうございました。 

矢嶋特別委員、お願いします。 

【矢嶋特別委員】  御説明いただきまして、ありがとうございます。私も１点御質問さ

せていただければと思います。いろいろと御説明ありがとうございました。私の質問は、

２７ページの資料に関する質問となります。今後、国際競争力強化への影響について検証

を行うということなのですが、どうしてもやはり国内競争に目が行きがちであり、国際競

争ということについては、まずは国内競争を優先、その後に劣後してどうしても事業者と

いうのは取り組んでしまうのではないかと懸念されるところなのですが、国際競争力強化

に向けた何かしらの促しというのを総務省として行うことを予定されているのかという点

と、それから、国際競争力に関する強化の影響というのは、どういったインデックスで検

証なされる予定なのかということを、もし可能であれば、お伺いいたします。よろしくお

願いします。 

【林市場評価企画官】  ありがとうございます。国際競争力の強化というのは、まさに

御指摘のとおり、日本の全体のプレゼンスという意味でも非常に重要な課題だと理解をし

ております。総務省としては、今、研究開発に向けた各社の支援、研究開発の資金を支援

しているというのが実態です。それから、最近で申し上げますと、海外での事業展開を促

す、あるいはそれを支援するための補助等を行っているというのが、今取り組んでいる内

容です。 

 国際競争力の具体的なインデックスについては、正に来年度の評価に向けて、今練って

いる最中です。現時点で申し上げる材料がなかなかないのですが、例えば、グローバルな

市場の中で、どういったところに我々が重点を置いていくべきかといったことについて、

政府全体で今、成長戦略というものを考えています。こちらと足並みをそろえながらやっ

ていくことが必要だと考えておりますので、この辺りと併せてインデックスを一緒に考え

ていくことが重要と考えています。 

【矢嶋特別委員】  御説明ありがとうございました。 

【笠井委員長】  ありがとうございました。 

 他はございますか。よろしいですか。 
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 それでは、これで質疑は終えたいと思います。林企画官におかれましては、本日はお忙

しい中、誠にありがとうございました。それでは、以上で御退出いただければと思います。

どうもありがとうございました。 

（事業政策課職員退室） 

【笠井委員長】  それでは、以上で公開の会議は終了ということになります。 

 傍聴者の皆様は、ここで御退出をお願いします。 

（傍聴者退室） 
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（３）あっせん事案について【非公開】 

 

（内容について非公開） 

 

（４）閉会 

 

【笠井委員長】 本日の議題は以上です。 

 委員・特別委員の皆様で他に何かございますか。特によろしいですか。 

 それでは、最後に事務局から何かございますか。 

【小原参事官】  事務局です。本日はお忙しい中、御出席をいただきまして、誠にあり

がとうございました。次回の委員会の日程につきましては、別途御連絡したいと思います。 

 事務局からは以上です。 

【笠井委員長】  それでは、以上をもちまして、本日の委員会は閉会します。お疲れさ

までした。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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